
庁議（令和３年１１月２９日）結果について 

 

１ 開 催 日 令和３年１１月２９日（月） 

２ 場  所 持ち回りによる 

３ 出 席 者  市長、石田副市長、石黒副市長、教育長 

市長室長、企画政策部長、総務部長 

４ 説 明 者 行政総務課長 

５ 付議事項  

（１） 平塚市附属機関設置条例の一部を改正する条例（案）について 

概要 １ 改正の要点及び理由 

 次の事由により別表を整備する。 

「平塚市特定教育・保育施設等における重大事故の再発防止のため

の事後的検証委員会」の設置 

平塚市内の特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所及び地域子

ども・子育て支援事業を行う施設において発生した死亡事故等の重大

事故の事実関係の把握を行い、死亡した又は重大な事故に遭った児童

やその保護者の視点に立って発生原因の分析等を行うことにより、必

要な再発防止策の検討・提言を行う「平塚市特定教育・保育施設等に

おける重大事故の再発防止のための事後的検証委員会」を設置するた

め。 

２ 施行日 公布の日 

結果 審議の結果承認された。 

 

以 上 


